
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　

　

一

〇
都
市
計
画
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
監
督
処
分 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

一

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告 

（
契　

約　

課
）　

　

一

 
病

院

局

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

三

 
人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則 

三

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

四

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
一
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

四

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

九
十
九
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

四

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

百
六
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

五

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
委
任
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

五

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
住
居
手
当
）
の
一
部
委
任
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

五

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
委
任
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

五

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
委
任
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

五

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
九
二
五
号
中 

六

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
七
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
八
号

　

次
の
建
築
物
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
の

で
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
命
令
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

命
令
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

多
賀
城
市
高
崎
字
花
の
木
八
十
八
番
地

　
　

鎌
田
建
設
株
式
会
社

二　

命
令
に
係
る
建
築
物
の
所
在
地

　

多
賀
城
市
高
崎
字
花
の
木
四
十
九
番
、
五
十
三
番
及
び
八
十
八
番
並
び
に
同
市
山
王
字
山
王
五
区
百
十
七
番
及
び

百
十
八
番

三　

命
令
の
内
容

　

二
の
土
地
に
お
い
て
、
都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
建
築
さ
れ
た
次
の
建
築
物
四
棟
を
除

却
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
建
築
物
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　

一　

工
場
・
銘
木
類
倉
庫

　
　

一　

土
木
金
物
倉
庫

　
　

一　

事
務
所
兼
休
憩
所

　
　

一　

モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
実
験
棟

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日
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氏
名
（
施
術
所
の
名
称
）

阿
部
千
代
人

（
株
式
会
社
潮
見
治
療
院
）

施　
術　
所　
の　
所　
在　
地

気
仙
沼
市
田
中
前
四－

七－

五

指
定
年
月
日

平
成
十
九
年
十
一
月
十
二

日



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

宮
城
県
工
事
管
理
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
保
守
業
務　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
行
政
庁
舎
内
ほ
か

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
入
札
書
提
出
時
ま
で

に
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の

申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

５　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更

生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

７　

入
札
時
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
認
証
制
度
の
い
ず
れ
も
取
得
し
て
い
る
こ
と
。

　
�
　

Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
適
合
性
評
価
制
度
（
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）

　
�
　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
制
度

８　

情
報
処
理
技
術
者
試
験
の
区
分
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
七
号
）
の
表
上
欄
に
掲

げ
る
テ
ク
ニ
カ
ル
エ
ン
ジ
ニ
ア
（
シ
ス
テ
ム
管
理
）
試
験
の
合
格
者
又
は
当
該
試
験
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
資
格

の
保
有
者
を
雇
用
し
、
か
つ
、
本
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

９　

過
去
三
年
以
内
に
情
報
シ
ス
テ
ム
の
開
発
又
は
運
用
保
守
に
係
る
業
務
委
託
契
約
（
請
負
額
二
千
万
円
以
上
に

限
る
。）
を
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
（
運
用
保
守
で
複
数
年
契
約
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
契
約
締
結

後
一
年
以
上
経
過
し
て
い
る
も
の
を
含
む
。）。

　
　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希

10
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電

話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
二
）
へ
平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
申
請
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ

せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
工
事
契
約
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
六
）

　

２　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
限

　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
依
頼
は
、
平
成
二
十
年
二
月

十
九
日
（
火
）
ま
で
１
あ
て
必
着
の
こ
と
。

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
提
出
し
、
参
加
資

格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限　

�
　

日
時　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で

�
　

場
所　

１
に
同
じ

�
　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、�
の
日
時
ま
で
に
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
到
達
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
札
書

を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所
ま
で
と
す
る
。

　

５　

入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
（
火
）
午
前
十
時
（
開
場
午
前
九
時
四
十
分
）

　
　
�
　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階　

第
一
入
札
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他
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１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
求

め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

４　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か

免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に

記
載
す
る
こ
と
。

５　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
入
札
者
を
落

札
者
と
す
る
。　

６　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

９　

こ
の
発
注
案
件
は
、
地
方
自
治
法
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
た
長
期
継
続
契
約
対
象
業

務
と
し
て
複
数
年
度
に
渡
る
履
行
期
間
の
契
約
締
結
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
発
注
案
件
に
係
る
翌
年
度
以
降

の
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
時
は
、
契
約
書
の
定
め
に
よ
り
契
約
の
解
除
を
行
う
。

　
　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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六　

概
要

S
um
m
ar

　
 
  
 
  y  

１
N
ature

and
Q
uantity

of
the
S
ervices

　
 
      
    
 
        
   
    
 
       

to
be
R
equired

:
O
peration

and
m
ain

 
   
   
 
        
  
 
         
    
 
   tenance

of
a

        
   
  

construction
m
anagm

ent
system

for
M
i

              
     
          
      
 yagiP

refecture
(1
set

      
                )  

２
D
eadline

for
B
id
:
F
riday,

M
arch

14

　
 
             
      
        
       ,

2008
5
:
00
p.m

                 

.  

３
Location

:
M
iyagiP

refecturalG
over

　
            
       
            
    nm

ent
office

  
          s  

４
C
ontact

:
C
onstruction

C
ontract

S
ec

　
 
       
  
 
            
 
        
 
  tion,

G
overnm

ent
C
ontract

D
ivision,

      
 
      
    
 
        
 
         

T
reasury

 
        

D
epartm

ent,
M
iyagi

P
refectural

G
over

 
      
     
 
      
 
           
 
    nm

ent,
3-8-1

H
oncho,

A
oba-ku,

S
endai

  
     
      
 
       
 
        
 
     

M
iyagi

980-

 
 
      
     

8570
Japan.

T
el.:
022-211-333

             
                6  

５
Language

and
currency

used
in
contr

　
                                   act

procedures
:
Japanese

and
Japane

                                    se
yen
onl

          y  

 
病

院

局

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
病
院
事
業
管
理
者　
　

木　
　

村　
　

時　
　

久　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

消
化
管
用
デ
ジ
タ
ル
Ｘ
線
透
視
撮
影
シ
ス
テ
ム　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

病
院
局
県
立
病
院
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
年
一
月
九
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

株
式
会
社
日
立
メ
デ
ィ
コ　

東
北
支
店　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
一
丁
目
十
一
番
一

号
五　

落
札
金
額　

五
千
九
百
九
十
九
万
七
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

○
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三－

四
十
六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
八
条
第
二
号
中
「
表
彰
若
し
く
は
」
を
「
表
彰
又
は
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
大
学
卒
の
欄
第
四
号�
中
「第

53   条
た
だ
し
書

」
を
「第

85   条
た
だ
し
書

」
に
改
め
、
同
表
短
大
卒
の
欄

第
二
号�
及
び
高
校
卒
の
欄
第
一
号�
中
「（名

称
変
更
前
の
盲
学
校
聾
学
校
又
は
養
護
学
校
を
含
む

。）」
を
削
り
、

同
欄
第
二
号�
中
「若

し
く
は
中
等
教
育
学
校

」
を
「 

中
等
教
育
学
校

」
に
、「名

称
変
更
前
の
盲
学
校
聾
学
校
又

は
養
護
学
校
を
含
む

。）の
高
等
部

」
を
「同

法
第
76   条

第
２
項
に
規
定
す
る
高
等
部
に
限
る

。）」
に
改
め
、
同
表
中

学
卒
の
欄�
中
「名

称
変
更
前
の
盲
学
校

 

聾
学
校
又
は
養
護
学
校
を
含
む

。）の
中
学
部

」
を
「同

法
第
76   条

第
１

項
に
規
定
す
る
中
学
部
に
限
る

。）」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「こ

の
表
の

」
の
下
に
「「特

別
支
援
学
校

」に
は
平
成

1  8  年
法
律
第
80   号

に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
に
よ
る
盲
学
校

 

学
校
及
び
養
護
学
校
を

 

」
を
加
え
、「及

び

，

，
，

，

，
 聾
 

ろ
う

，
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「准
看
護
師
養
成
所

」は

 

そ
れ
ぞ
れ

」
を
「に

は

」
に
、「及

び
准
看
護
婦
養
成
所
を
含
む

」
を
「を

 
「准

看
護
師

養
成
所

」に
は
同
法
に
よ
る
准
看
護
婦
養
成
所
を
含
む
も
の
と
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－
三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
八－

十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
人
事
委
員
会
が
認

め
る
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記

録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）
を
電
磁
的
方
法
（
庶
務
業
務
を

支
援
す
る
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。）
と
申

請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）を
使

用
す
る
方
法
を
い
う
。）
を
用
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
庶
務
業
務
を
支
援
す
る
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
一
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
一－

三

，
，

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
一
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

六
十
一
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
人
事
委
員
会
が
認

め
る
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記

録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）
を
電
磁
的
方
法
（
庶
務
業
務
を

支
援
す
る
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。）
と
申

請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）を
使

用
す
る
方
法
を
い
う
。）
を
用
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
庶
務
業
務
を
支
援
す
る
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
七
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

九
十
九
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

九
十
九－

五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

九
十
九
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

九
十
九
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
届
出
は
、
同
項
の
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
人
事
委
員
会
が
認
め

る
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）
を
電
磁
的
方
法
（
庶
務
業
務
を
支

援
す
る
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。）
と
申
請

等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）を
使
用

す
る
方
法
を
い
う
。）
を
用
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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３　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
庶
務
業
務
を
支
援
す
る
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－
百
六
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

百
六－

七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
六
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

百
六
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
人
事
委
員
会
が

認
め
る
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る

記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）
を
電
磁
的
方
法
（
庶
務
業
務

を
支
援
す
る
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。）
と

申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）を

使
用
す
る
方
法
を
い
う
。）
を
用
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
庶
務
業
務
を
支
援
す
る
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
昭

和
四
十
三
年
人
事
委
員
会
公
示
第
四
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
の�
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

二
の�
を�
と
し
、�
か
ら�
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�
　

規
則
七－

三
十
八
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
年
二
月
一
日 

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
昭

和
四
十
五
年
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
住
居
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
の�
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

二
の�
を�
と
し
、�
を�
と
し
、�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
�
　

規
則
七－

六
十
一
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
年
二
月
一
日

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
昭

和
六
十
一
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
の�
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

二
の�
を�
と
し
、�
を�
と
し
、�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
�
　

規
則
七－
九
十
九
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
年
二
月
一
日

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号
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人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
二
年
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
の�
を�
と
し
、�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�
　

規
則
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
が
認
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る

こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
年
二
月
一
日 

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
九
二
五
号
（
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
付
け
）
中

第1928号　平成20年１月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

ペ
ー
ジ

四

段上

行二
五

正

　
　
　
　
　
　
　

誤

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
山
口
前

六
一
番
三
地
先
か
ら

同
町
大
字
支
倉
字
金
田
四
三
番
二
〇

地
先
ま
で

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
川
口
前

六
一
番
三
地
先
か
ら

同
町
大
字
支
倉
字
金
田
四
三
番
二
〇

地
先
ま
で


